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 地方自治法第１９９条第５項の規程に基づき、工事監査（随時監査）を執行したので、

その結果を同法第９項の規定により次のとおり報告します。 
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監 査 結 果 報 告 書 

 

 

１ 監査の種類 

  地方自治法第１９９条第５項の監査 

 

２ 監査の期間 

  平成１９年１０月３０日から平成２０年３月１７日まで 

 

３ 監査対象の概要 

  工事の名称  （仮称）ものづくり研究教育施設建築工事 他 

  施 工場 所  太田市本町地内 

  履 行期 間  平成１９年 ３月１２日～平成２０年 ２月１５日 

  請 負金 額  ８８２，０００，０００円 

 

４ 監査の方法 

  本市の工事執行に関し、業務の適正化、円滑化を図るとともに工事の設計、施工及

び監督業務等の総合的な技術面の向上を図るため、契約書・設計・施工・検査及び工

事監理について、関係資料をもとに工事担当職員の説明を聴取するとともに現地を実

査した。 

  また、工事の技術的な指導、助言については、技術面での知識経験を有する社団法

人日本技術士会と委託契約を行い、調査協力を得て、その調査結果を参考に予算の効

率的、合理的かつ合法的な執行がなされているかを監査した。 

 

５ 監査の結果 

  今回の対象工事となった「（仮称）ものづくり教育研究施設」は、本市の産業基盤

である「ものづくり産業」の発展及び中心市街地の活性化を図り、高度な専門知識を

有する教育研究機関である群馬大学工学部生産システム工学科を本施設へ誘致し、産

学官連携による地場産業に直結した共同研究開発や人材育成を推進することを目的

とて建築整備されたものである。 

  工事の契約、設計、施工、検査及び工事監理は、おおむね適正であった。調査の詳

細については、以下のとおりである。 

  設計について、地域連携、産学官連携及び国際交流に基づく社会貢献事業として適

切な設計を行っていることが認められた。さらに、街並みのシンボルとしてキャンパ

スを形成し、存在感のある公共施設になり得ると思料できるものである。 

  施工体制について、施工体制台帳の整備状況から、現時点における施工体制に問題



点は見られなかった。施工体系図については、建設業法の規定による「見やすい場所」

に掲示する目的から場内掲示板を設置している。今後の掲示に当たっては、「見やす

い場所」のみならず「見やすい掲示」にも意を用いることが望まれる。 

  工事管理について、工事編成表を中心に工事管理体制を現場代理人から聴取した結

果、特段の技術的な支障はないものと認められた。 

  工事監督について、契約の適切な履行を監督する監督任務の重要性から、監督員に

は建築生産に関する広範な知識や経験が必須であることから、さらなる知識や資格の

習得のための研鑚を要望するものである。 

 


